
別表（第４条関係）

配偶者の
実父母

兄弟姉妹

供花
香典
（円）

弔文又
は弔電

弔辞 供花
弔文又
は弔電

弔文又
は弔電

弔文又
は弔電

正規職員 ○ 10,000 ○ ○ ○ ○

会計年度任用職員 ○ 5,000 ○ ○

叙勲者、褒章者 ○ ○

市功労者 ○ 10,000 ○ ○

選挙管理委員会、農業委員
会、公平委員会、固定資産評
価審査委員会若しくは教育委
員会の委員又は監査委員

○ 10,000 ○ ○

教職員（校長又は教頭） ○ ○

教職員（教諭） ○

民生委員又は町内会長 ○ ○ ○

附属機関の委員等 ○

消防団員（正副分団長） ○ ○

消防団員(正副分団長以外の団
員）

○ ○

市議会議員（現職） ○ 10,000 ○ ○ ○

市議会議員（元職又は前職で
３期以上の当選回数を有する
者）

○ ○

元職又は前職の正副議長 ○ ○ ○

市長が特に必要と認める者

　備考　１　「配偶者」には、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

　　　　２　区分が重複する場合には、より手厚い区分を適用する。

市長が別に定める。

弔事に係る交際費の支出基準

本　人
配偶者、実父母
又は子

供花又は香典
（10,000円）の
いずれか

区　　分


